
【別表】（第12条関係）

償還すべき額 割賦の最低月額

県外 貸与期間月数×５０，０００円

２０,０００円

６年

４年

１年
貸与期間月数(１２ヶ月）×50,000円

5年
１０,０００円

貸与期間月数（24ヶ月）×30,000円

６,０００円

県内 貸与期間月数×３０，０００円

１２,０００円

１２,０００円２年

貸与期間月数（24ヶ月）×50,000円

３０,０００円

２０,０００円
１０年

１０年

貸与期間月数（48ヶ月）×５0,000円

貸　与　金　償　還　表

１８,０００円

割賦の最低年額（算定方法）

６年
貸与期間月数（72ヶ月）×30,000円

１０年

１０年

１年

２年

貸与期間月数（48ヶ月）×30,000円
４年

貸与期間月数（12ヶ月）×30,000円

５年

貸与期間月数（72ヶ月）×50,000円

５年

５年


	償還表

